
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

四
七
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

四
七
七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
に
係
る
事
業
者
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

四
七
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

四
七
七

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め

届
出
が
あ
っ
た
件

四
七
七

○
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件

四
七
八

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

四
七
八

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

四
七
八

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

四
七
九

正

誤

○
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日
付
け
定
例
第
千
八
百
三
十
四
号
中

四
七
九

告

示

福
島
県
告
示
第
六
百
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含

む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画

の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉

用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

レ
ッ
ツ
倶
楽

福
島
市
瀬
上

株
式
会
社
カ

福
島
県
南
相
馬
市

平
成
二
五
年

通
所
介
護

部
瀬
上

町
字
南
中
川

ン
ノ

原
町
区
北
新
田
字

八
月
一
日

介
護
予

原
二
三
―
二

信
田
三
一
〇
―
一

防
通
所
介

護

ヘ
ル
パ
ー
ス

同

市
本
内

株
式
会
社
ケ

同

県
福
島
市
本

同

日

訪
問
介
護

テ
ー
シ
ョ
ン

字
南
中
井
三

ア
サ
ポ
ー
ト

内
字
南
中
井
三

介
護
予

そ
ら

三
―
三

そ
ら

三
―
三

防
訪
問
介

護

陽
だ
ま
り
の

二
本
松
市
表

日
本
福
祉
サ
ー

同

県
二
本
松
市

同

日

福
祉
用
具

郷
ケ
ア
ス

一
―
五
四
七
―

ビ
ス
株
式
会

表
一
―
五
四
七
―

貸
与

特

テ
ー
シ
ョ
ン

一
六

二
〇

社

一
六

二
〇
六
号

定
福
祉
用

六
号
室

室

具
販
売

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

特

定
介
護
予

防
福
祉
用

具
販
売

そ
よ
風
薬
局

相
馬
市
新
沼

フ
ァ
ー
マ
ス

東
京
都
中
央
区
日

同

年

居
宅
療
養

相
馬
店

字
坪
ケ
迫
九

ク
エ
ア
株
式

本
橋
本
町
四
―
四
―

七
月
一
日

管
理
指
導

八

会
社

二

介
護
予

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

特
別
養
護
老

大
沼
郡
昭
和

社
会
福
祉
法

福
島
県
大
沼
郡
昭

同

日

短
期
入
所

人
ホ
ー
ム
昭

村
大
字
小
中

人
昭
和
福
祉

和
村
大
字
小
中
津

生
活
介
護

和
ホ
ー
ム

津
川
字
石
仏

会

川
字
石
仏
一
九

介
護
予

一
九
三
〇

三
○

防
短
期
入

所
生
活
介
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護
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事

業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

の

所

在

地

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
名
称

名

称

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

田
村
市
船
引
町
船

田
村
市
船
引
町
船

医
療
法
人

福
島
県
田
村
市
船

う
ら
ら

引
字
砂
子
田
一
九

引
字
砂
子
田
一
九

健
山
会

引
町
船
引
字
砂
子

二

七
―
一

田
四
二

会
津
西
訪
問
看

会
津
若
松
市
北
会

会
津
若
松
市
北
会

医
療
法
人

同

県
会
津
若
松

護
ス
テ
ー
シ
ョ

津
町
東
小
松
字
南

津
町
東
小
松
字
二

明
精
会

市
北
会
津
町
東
小

ン

古
川
二
八
五
一
―

三
三
五

松
二
三
三
五

一

ヘ
ル
パ
ー
ス

伊
達
市
保
原
町
字

伊
達
市
保
原
町
字

株
式
会
社

同

県
伊
達
市
保

テ
ー
シ
ョ
ン
え

十
丁
目
一
四
―
一

東
野
崎
六
七
―
三

扇
寿

原
町
字
八
幡
町
二

び

ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

井
上
ビ
ル
二
Ｆ

〇

保
原
一
〇
七
号

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事

業
者
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
者
の

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

名

称

変

更

前

変

更

後

せ
い
ふ
う
ケ
ア

白
河
市
新
白
河

株
式
会
社

福
島
県
郡
山
市
小

福
島
県
郡
山
市
亀

リ
ハ
ビ
リ
・

一
―
三
四
―
二

せ
い
ふ
う

原
田
四
―
一
一
―

田
一
―
一
五
―
一

ホ
ー
ム
新
白
河

ケ
ア

七

三

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

五
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情

報
管
理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
福
島
店

福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
西
荒
田
三
十
五
番
地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
十
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

を
求
め
る
た
め
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
こ
の
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

い
わ
き
市
平
沼
ノ
内
字
新
街
六
十
番
地
の
五

矢

吹

正

一

同

市
平
沼
ノ
内
字
新
街
百
四
十
七
番
地
の
二

伊

藤

正

行

同

市
平
沼
ノ
内
諏
訪
原
一
丁
目
二
十
二
番
地
の
八

大

平

利

子
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２

加
入
区
の
名
称

沼
之
内
加
入
区

３

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
の
相
手
方
の
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

い
わ
き
市
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
八
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

い
わ
き
市
中
央
台
飯
野
四
丁
目
三
番
地
一

い
わ
き
市
漁
業
協
同
組
合

（
水

産

課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
十
九
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
鮫
川
村
の

地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

鮫
川
村

二

成
果
の
名
称

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
渡
瀬
の
一
部
に
係
る
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（
農
村
計
画
課
）

公

告

公
告
第
二
百
九
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
九
月
十
三
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
喜
多
方
市
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

伊
藤

幸
太
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
喜
多
方
市
熊
倉
町
熊
倉
字
大
竹
千
三
百
六
十
四
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
都
市
生
活
者
と
農
山
村
で
暮
ら
す
人
々
を
対
象
に
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
積

極
的
に
推
進
し
、
農
業
・
農
村
の
持
続
的
発
展
と
地
場
産
業
の
振
興
に
貢
献
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、

多
様
な
価
値
観
を
求
め
て
自
然
豊
か
な
農
山
村
に
注
目
し
、
田
舎
暮
ら
し
を
望
む
都
市
住
民
に
対
し

「
新
た
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
を
提
供
す
る
こ
と
を
以
っ
て
、
地
域
社
会
の
振
興
と
、
豊
か
な
自
然

を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
二
百
九
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

駒
形
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

鈴
木

源
江

喜
多
方
市
塩
川
町
窪
字
館
一
一
六
〇
番
地

同

物
江

隆
夫

同

市
塩
川
町
五
合
字
中
屋
敷
乙
三
〇
七
番
地

同

斎
藤

孝
雄

同

市
塩
川
町
五
合
字
金
森
甲
五
七
七
番
地

同

小
林

博
行

同

市
塩
川
町
中
屋
沢
字
田
中
乙
三
一
二
番
地

同

髙
松

文
也

同

市
塩
川
町
窪
字
下
窪
五
〇
番
地

同

今
井

至

同

市
塩
川
町
金
橋
字
江
添
九
一
四
番
地

同

斎
藤

秀
一

同

市
塩
川
町
常
世
字
上
村
八
六
九
番
地

同

武
蔵

大

同

市
塩
川
町
金
橋
字
三
橋
二
四
番
地

同

邊
見

守

同

市
塩
川
町
中
屋
沢
字
二
百
刈
丙
四
一
五
番
地

監
事

遠
藤

恒
雄

同

市
塩
川
町
常
世
字
西
町
六
九
五
番
地

同

尾
崎

敏

同

市
塩
川
町
金
橋
字
字
金
川
二
〇
七
七
番
地

同

須
田

和
良

同

市
塩
川
町
中
屋
沢
字
深
沢
甲
一
九
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

鈴
木

源
江

喜
多
方
市
塩
川
町
窪
字
館
一
一
六
〇
番
地

同

物
江

隆
夫

同

市
塩
川
町
五
合
字
中
屋
敷
乙
三
〇
七
番
地

同

斎
藤

孝
雄

同

市
塩
川
町
五
合
字
金
森
甲
五
七
七
番
地

同

小
林

博
行

同

市
塩
川
町
中
屋
沢
字
田
中
乙
三
一
二
番
地

同

髙
松

文
也

同

市
塩
川
町
窪
字
下
窪
五
〇
番
地

同

今
井

至

同

市
塩
川
町
金
橋
字
江
添
九
一
四
番
地

同

遠
藤

恒
雄

同

市
塩
川
町
常
世
字
西
町
六
九
五
番
地

同

武
蔵

大

同

市
塩
川
町
金
橋
字
三
橋
二
四
番
地

同

邊
見

守

同

市
塩
川
町
中
屋
沢
字
二
百
刈
丙
四
一
五
番
地
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監
事

須
田

和
良

同

市
塩
川
町
中
屋
沢
字
深
沢
甲
一
九
番
地

同

斎
藤

秀
一

同

市
塩
川
町
常
世
字
上
村
八
六
九
番
地

同

古
川

修
平

同

市
塩
川
町
金
橋
字
金
川
二
一
〇
八
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
二
百
九
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
市
か
ら
県
北
都
市
計
画
火
葬
場
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

正

誤

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日
付
け
定
例
第
千
八
百
三
十
四
号
中

七
九
八

上

目
次
中

交
通
誘
導
警
備
業
務

交
通
誘
導
整
備
業
務


